
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月２５日（日）、国安小学校・地域運動会が開催されました。当日は、昨日からの雨のためグラン

ドの状態が悪く、整備のため、１時間遅れの開始となり、残念ながら地域種目は、「なかよく宝ひろい」

のみ行うことになりました。今にも降りそうなお天気の中、子供たちは日頃の成果を出し切り、元気い

っぱいに演技や競技をしていました。お天気も徐々に回復し「なかよく宝ひろい」には多数の方が参

加してくれました。 地域の皆さん、ありがとうございました。 

 

日 月 火 水 木 金 土  
   1  2  3 

なごやか料理教室 

10：00～ 

青少年健全育成協議会  

（横の会）19：30～ 
 

4  5 休館日  

6 休館日  7  8  9 

 

10 

人権を考える日 

11  12 休館日  

13 休館日  14   15  

盆踊り実行委員会 

企画部会 

19：30～  

16 
びん・ペットボトル等  

17 

ほがらか人生大学 

認知症予防～虎の巻～ 

10：00～ 

18 
小・中学校終業式 

19 休館日  

20 休館日 21 休館日 

海の日 

 

22 

 
 

23 古紙 

国ちゃんカフェ 

10：00～ 

タウンミーティ

ング 

19：00～ 

24 

 

25 26 休館日 

27 休館日 28 29 
 

 

30 
 

31 
 

  

 

国安俳句会 学級生作品 
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西条市ホームページや右の QRコードより 

公民館だよりのカラー版もご覧ください 

№３92 

国安地区５月末現在  前月対比 

男  1,699 人 （＋2） 

女  1,906 人 （－2） 

計  3,605 人 （± 0） 

世帯数 1,836 戸 （－2） 

〒799-1323 西条市桑村１２７番地１ 

電話・FAX : ０８９８－６６－５０２８ 

E-mail： kuniyasu-k@saijo-city.jp 

 

熱中症予防のために、 
こまめに水分補給をしましょう 
 

 

７月 行事予定 

国安小学校・地域運動会 開催 

２０２５年（令和７年）７月号 

（６月句会） 

地域と行政が、地域の課題について意見交換を行う 

タウンミーティングが開催されます。 

国安地区在住者であれば、どなたでも参加できます。 

地域の皆様の参加をお待ちしております。 

 【日  時】 令和７年７月２３日（水） １９：００～２０：３０ 

【場  所】  国安公民館 ２階 集会室 

【参加者】  （1）地域：国安地区在住者 

（2）行政：市長、テーマ等に関係する市職員 

【内  容】   （１）テーマに関する意見交換 

テーマ「通学路等の安全対策について」 

（２）フリートーク 

【定  員】  50名程度 

【問合せ】  国安公民館   TEL66-5028 

          西条市役所 シティプロモーション推進課 広聴係 

                        TEL0897-52-1694 

※お申込みは、不要です。お気軽にご参加ください。 

 

 

 

がんばれーーー！！ 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１位のチームは 

①コート 桑村 C  

②コート 桑村 A 

③コート 桑村 B 

④コート 国安下Ｃ 

おめでとうございました！！ 

6月 8日（日）、国安地区囲碁ボール大会が開催されました。今回は１１チームが参加し『4コート』に 

分かれて試合を行いました。どのコートも終始なごやかなムードでゲームが行われ、楽しい時間を過ごすこと

ができました。皆様のご協力により、ケガもなく安全に大会を終えることができました。お疲れさまでした。 

 

この夏も国安公民館で開催します。 

 

■ 国安地区 囲碁ボール大会       ６月８日（日） 

 

国安地区人権・同和教育学習会は１０月 7日（火）に 
国安小学校体育館で開催予定です。ご参加をお願いします。 

日時 令和 7年８月２3日（土） 

時間 17時～２０時 30分 

場所 国安小学校運動場          

（雨天時は、国安小学校体育館） 

※詳細は、公民館だより８月号でお知らせします 

 

令和６年度 人権問題に関する市民意識調査報告から（その 3） 

 人権擁護課、西条市人権教育協議会では、令和６年５月２１日～６月１０日に「令和６年度 人

権問題に関する市民意識調査」を実施しました。これは、人権施策推進にあたり、５年に１度実施

し、人権問題に関する市民の意識を把握し、今後の施策の基礎資料とするものです。 

(詳細について) 

  西条市ホームページ（人権擁護課）をご覧ください。下記のＵＲＬからお入りください。 

https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/jinkenyogo/ishikichosar6.html 

 

 

（問 26）次の施策のうち、部落問題を解決するため

に、あなたが必要だと思うものを選んでください。 

（問 27）あなたは部落問題についての研修や学習を

どう思いますか。 

～毎月 10日は人権を考える日～ 
 

■ 国安地区 人権教育推進協議会役員会・総会    

今年も開催します！！   

『国安地区夕涼み盆踊り 2025』 

 

1  神様の定食屋２                中村 颯希                        

2  カナリア外来へようこそ            仙川  環 

3  壬生義士伝 上              浅田  次郎 

4  壬生義士伝 下                浅田  次郎 

5   一次元の挿し木                松下龍之介 

6  小暮写眞館 上                 宮部みゆき 

7   小暮写眞館 下                          宮部みゆき 

8  ようやくカナダに行きまして           光浦  靖子 

9   ８本目の槍                              今村  翔吾 

10  奈良の仏像１１５                田中ひろみ 

11  目をよくする最強の食べ物図鑑             平松    類 

 

【にこにこブック】 ～新刊が入りました！！～  

・5/20 国安地区人権教育推進協議会役員会  
・6/13 国安地区人権教育推進協議会総会 を開催しました 

お申し込みは国安公民館まで。 
 

夏休み！！ 小学生対象 
『チャイルドサマースクール』 

※詳細は、小学校から配付されるチラシを 

ご覧ください。 

ご参加をお待ちしています！ 

暑い夏、おうちで 
ゆっくり読書は 

いかがですか？ 

西条市人権教育協議会 西条市人権擁護課 

部落問題（同和問題）を解決するために 

問 26で、部落問題を解決するために必要だと思う

ことについて、「学校教育・社会教育を通じて、差

別意識をなくし、人権を大切にする教育・啓発活

動を積極的に行う」が最も多かった。差別解消の

ための方法は、やはり「教育」に期待するところ

が大きいと言える。 

 学校教育・社会教育においては、計画的に「部

落問題学習」を行うことが大切ではないだろう

か。わたしたちは、部落差別をはじめとする様々

な差別・人権侵害が存在する社会で生きている。

そのことは、「差別のある人間関係」にわれわれが

取り込まれていることを意味しており、多くの場

合、そのことを自覚できていない。したがって、

きちんと「差別の現実」から「正しく」学び、展

望をもって差別解消の「道筋」をみんなで考える

ことが必要である。 

ただ、被差別当事者に差別の原因を押しつけた

り（差別は「差別する側」の問題）、「普通の人と

は違う」という考えを持たせてしまうなど、被差

別の立場の人がいたたまれなくなるような学習

は、「差別の現実を知る、知らせる」ということに

とどまり、「差別の現実を通して自分や社会を問い

直す」という学習に至っていなかったりというこ

ともある。 

差別からの解放をめざすには、自己を振り返る

ことで自らの差別性に気づき、これまでの生活を

問い直す中で、「意識化（社会化のやり直し）」を

継続的に実践していかなければならない。 

問 27 の回答からは、「部落問題」の学習は、自

分の人権意識を変えることができると言える。 

 

https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/jinkenyogo/ishikichosar6.html

